
資料９２－１ 

端末設備等規則等の一部改正について 

（諮問第３１０７号） 

＜目  次＞ 
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２ 端末設備等規則等の一部改正について･････････････７

３ 新旧対照表･･･････････････････････････････････１２ 

・端末設備等規則（昭和60年郵政省令第31号）の一部

を改正する省令案

・電気通信主任技術者規則（昭和60年郵政省令第27

号）の一部を改正する省令案



情 郵 審 第 ※ ※ 号 

平 成 3 1 年 ※ 月 ※ 日 

総 務 大 臣 

石 田  真 敏 殿 

情報通信行政・郵政行政審議会 

会 長  多 賀 谷  一 照 

答  申  書（案） 

平成30年10月26日付け諮問第3107号をもって諮問された事案について、審議の結果、

下記のとおり答申する。  

記 

１ 本件、端末設備等規則等の一部改正については、諮問のとおり改正することが

適当と認められる。 

２ なお、提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別添のとおりで

ある。 

以上 

印
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端
末

設
備

等
規

則
等

の
一

部
を

改
正

す
る

省
令

案
に

寄
せ

ら
れ

た
御

意
見

及
び

御
意

見
に

対
す

る
考

え
方

（
案

）
 

意
見

募
集

期
間

：
平

成
3
0

年
1
0

月
2
7

日
（
土

）
か

ら
1
1

月
2
6

日
（
月

）
ま

で
 

提
出

さ
れ

た
御

意
見

の
件

数
：
５

件
 

意
見

提
出

者
 

代
表

者
氏

名
等

 

一
般

財
団

法
人

日
本

デ
ー

タ
通

信
協

会
 

理
事

長
 

酒
井

 
善

則
 

個
人

Ａ
 

個
人

Ｂ
 

個
人

Ｃ
 

個
人

Ｄ
 

2



N
o
. 

意
見

提
出

者
 

提
出

さ
れ

た
意

見
 

意
見

に
対

す
る

考
え

方
 

修
正

の

有
無

 

1
 

一
般

財
団

法
人

日
本

デ
ー

タ
通

信

協
会

 

今
回

、
端

末
設

備
等

規
則

に
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
に

関
す

る
基

準
が

新
た

に
設

け
ら

れ

る
こ

と
に

つ
い

て
は

賛
成

で
す

。
 

し
か

し
な

が
ら

、
Io

T
機

器
が

乗
っ

取
ら

れ
て

サ
イ

バ
ー

攻
撃

に
悪

用
さ

れ
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

障
害

を
及

ぼ
す

事
案

の
発

生
原

因
は

、
パ

ス
ワ

ー
ド

の
不

適
切

な

設
定

な
ど

Io
T

機
器

の
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
上

の
脆

弱
性

の
悪

用
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
端

末
機

器
が

今
回

新
た

に
設

け
ら

れ
る

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

に
関

す
る

基
準

を
満

足
す

る

機
能

を
有

し
て

い
る

こ
と

だ
け

で
は

不
十

分
で

あ
り

、
利

用
者

が
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
の

機
能

を
有

効
に

さ
せ

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
と

考
え

て
お

り
ま

す
。

 

し
た

が
っ

て
、

今
後

検
討

さ
れ

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

お
い

て
、

そ
の

具
体

的
な

対
策

を
盛

り
込

む
こ

と
と

し
て

頂
き

た
い

。
 

例
え

ば
 

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

に
関

す
る

知
識

の
な

い
利

用
者

が
、

業
者

等
他

者
に

依
頼

し
て

セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
設

定
を

行
う

場
合

は
、

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

に
関

す
る

知
識

を
有

す
る

者
（
資

格
者

）
に

依
頼

す
る

こ
と

。
 

依
頼

さ
れ

た
者

が
パ

ス
ワ

ー
ド

の
設

定
な

ど
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
を

し
た

場
合

は
、

そ
の

設
定

内
容

及
び

資
格

者
名

な
ど

を
記

載
し

た
書

面
を

利
用

者
に

手
渡

す
こ

と
。

 

な
ど

、
利

用
者

が
安

心
し

て
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

を
使

用
で

き
、

他
の

利
用

者
に

迷
惑

（
踏

み
台

と
な

る
）
を

か
け

な
い

よ
う

な
具

体
的

で
か

つ
効

果
の

あ
る

対
策

を
ガ

イ

ド
ラ

イ
ン

に
盛

り
込

む
こ

と
を

お
願

い
し

た
い

。
 

【
理

由
】
 

平
成

2
8

年
7

月
策

定
の

「
Io

T
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
ve

r1
.0

（
Io

T
推

進

コ
ン

ソ
ー

シ
ア

ム
、

総
務

省
、

経
済

産
業

省
）
」
に

お
い

て
、

「
端

末
機

器
の

み
に

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

を
ゆ

だ
ね

る
の

で
は

な
く
、

シ
ス

テ
ム

・
サ

ー
ビ

ス
の

構
築

・
接

本
改

正
案

に
賛

成
の

御
意

見
と

し
て

承
り

ま
す

。
 

な
お

、
本

改
正

案
に

係
る

運
用

に
つ

い
て

明
確

化

す
る

た
め

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

つ
い

て
は

、
総

務
省

に

お
い

て
、

関
係

者
の

意
見

を
考

慮
し

な
が

ら
検

討
・

策
定

を
進

め
て

い
く
こ

と
が

適
当

と
考

え
ま

す
。

 

無
 

3



続
・
運

用
・
保

守
時

に
取

り
組

む
べ

き
対

策
の

必
要

性
」
が

記
載

さ
れ

て
い

る
と

と

も
に

、
「
一

般
利

用
者

の
た

め
の

ル
ー

ル
」
と

し
て

利
用

者
が

行
う

べ
き

対
策

が

盛
り

込
ま

れ
て

お
り

、
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
や

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

な
ど

の
知

識
の

な
い

利
用

者
も

安
心

し
て

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

の
実

施
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

と
考

え
て

い
る

た
め

。
 

2
 

個
人

Ａ
 

「
総

務
省

総
合

通
信

基
盤

局
電

気
通

信
事

業
部

電
気

通
信

技
術

シ
ス

テ
ム

課
」
が

提
唱

し
て

い
る

内
容

で
は

、
Io

T
機

器
に

接
続

す
る

「
L
P

W
A

（
ロ

ウ
パ

ワ
ー

ワ
イ

ド
エ

リ
ア

）
」
の

事
と

考
え

ま
す

。
具

体
的

に
は

、
「
3
G

（
第

3
世

代
）
」
に

お
け

る
「
3
G

P
P

（
W

-
C

D
M

A
及

び
G

S
M

）
」
で

の
「
サ

テ
ラ

イ
ト

シ
ス

テ
ム

（
通

信
衛

星
）
」

の
事

と
考

え
ま

す
。

サ
イ

バ
ー

対
策

で
の

Io
T

機
器

に
お

け
る

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

ー
対

策
に

関
す

る
技

術
基

準
の

事
と

考
え

ま
す

。
要

約
す

る
と

、
プ

ロ
バ

イ
ダ

ー
側

は
、

「
携

帯
電

話
事

業
者

（
モ

バ
イ

ル
ホ

ー
ン

オ
ペ

レ
ー

タ
ー

）
」
及

び
「
IS

P
（
イ

ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
サ

ー
ビ

ス
プ

ロ
バ

イ
ダ

ー
）
」
が

、
提

供
し

管
理

し
て

い
る

「
基

地
局

サ

ー
バ

ー
及

び
IT

サ
ー

バ
ー

」
を

、
IT

ク
ラ

ウ
ド

サ
ー

バ
ー

に
お

け
る

IT
ク

ラ
ウ

ド
コ

ン
ピ

ュ
ー

テ
ィ

ン
グ

技
術

を
使

う
事

で
、

ユ
ー

ザ
ー

側
が

保
有

し
て

い
る

Io
T

機
器

の
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
ー

対
策

す
る

事
が

望
ま

し
い

で
す

。
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
ー

対
策

を
促

す
事

で
は

、
プ

ロ
バ

イ
ダ

ー
側

の
責

任
に

す
れ

ば
良

い
事

で
す

。
 

近
年

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

つ
な

が
る

Io
T

機
器

が
サ

イ
バ

ー
攻

撃
に

悪
用

さ
れ

る
事

案
が

増
加

し
て

お

り
、

そ
の

原
因

と
し

て
は

パ
ス

ワ
ー

ド
の

不
適

切
な

設
定

な
ど

Io
T

機
器

の
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
上

の
脆

弱
性

を
悪

用
す

る
ケ

ー
ス

が
多

い
こ

と
が

課
題

と
な

っ
て

い
ま

す
。

 

こ
う

し
た

課
題

に
つ

い
て

は
、

電
気

通
信

事
業

者

に
よ

る
対

応
も

期
待

さ
れ

ま
す

が
、

情
報

通
信

審
議

会
一

部
答

申
「
Io

T
の

普
及

に
対

応
し

た
電

気
通

信

設
備

に
係

る
技

術
的

条
件

」
（
平

成
3
0

年
９

月
1
2

日
）
で

は
、

電
気

通
信

事
業

者
は

原
則

と
し

て
通

信

内
容

を
確

認
で

き
な

い
た

め
そ

の
通

信
内

容
か

ら
通

信
の

正
常

性
を

判
別

で
き

な
い

こ
と

、
マ

ル
ウ

ェ
ア

に

感
染

し
た

Io
T

機
器

の
み

の
通

信
を

止
め

る
こ

と
が

技
術

的
に

困
難

で
あ

る
こ

と
な

ど
取

り
得

る
対

応
に

は
制

約
が

あ
る

こ
と

も
踏

ま
え

、
Io

T
機

器
を

含
む

端

末
設

備
の

技
術

基
準

に
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
を

追
加

す
る

こ
と

が
適

当
と

さ
れ

た
こ

と
を

受
け

、
本

改
正

案

に
よ

り
こ

れ
を

整
備

す
る

も
の

で
す

。
 

無
 

3
 

個
人

Ｂ
 

＞
端

末
設

備
等

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

省
令

案
 

本
改

正
に

賛
成

で
あ

る
。

 

こ
の

様
な

仕
様

の
提

示
は

望
ま

し
い

も
の

で
あ

る
と

考
え

る
。

 

本
改

正
案

に
賛

成
の

御
意

見
と

し
て

承
り

ま
す

。
 

無
 

4



＞
電

気
通

信
主

任
技

術
者

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

省
令

 

本
改

正
に

賛
成

で
あ

る
。

 

L
P

W
A

に
つ

い
て

の
追

記
は

適
切

な
も

の
と

思
わ

れ
た

。
 

4
 

個
人

Ｃ
 

近
年

に
開

発
・
出

荷
さ

れ
て

い
る

Io
T

機
器

装
置

に
お

い
て

、
技

術
基

準
適

合

証
明

取
得

済
み

の
通

信
モ

ジ
ュ

ー
ル

が
組

み
込

ま
れ

て
使

用
さ

れ
る

構
造

に
な

っ
て

い
る

も
の

が
多

く
あ

り
ま

す
。

通
信

モ
ジ

ュ
ー

ル
自

体
に

独
自

の
フ

ァ
ー

ム
ウ

ェ
ア

(ア
ク

セ
ス

制
御

機
能

を
持

ち
、

そ
の

た
め

の
ID

/
パ

ス
ワ

ー
ド

を
有

す
る

)が

存
在

し
て

お
り

、
こ

の
モ

ジ
ュ

ー
ル

に
対

し
て

今
回

の
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
に

関
す

る
技

術
基

準
を

満
足

す
べ

き
と

い
う

趣
旨

は
理

解
し

ま
す

。
 

通
信

モ
ジ

ュ
ー

ル
が

組
み

込
ま

れ
た

Io
T

機
器

装
置

全
体

に
目

を
向

け
た

と

き
、

こ
の

装
置

は
一

見
は

通
信

回
線

設
備

に
接

続
さ

れ
て

い
る

よ
う

に
見

え
ま

す
。

し
か

し
実

際
に

は
通

信
モ

ジ
ュ

ー
ル

内
に

ア
ク

セ
ス

制
御

機
能

が
存

在
・
動

作
し

て
お

り
、

Io
T

機
器

そ
の

も
の

の
O

S
上

で
動

作
す

る
機

能
が

通
信

事
業

者

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

直
接

晒
さ

れ
る

こ
と

に
は

な
り

ま
せ

ん
。

こ
う

し
た

ケ
ー

ス
で

は
、

ア
ク

セ
ス

制
御

を
行

う
通

信
モ

ジ
ュ

ー
ル

を
(一

般
家

庭
や

オ
フ

ィ
ス

環
境

に

お
け

る
)ル

ー
タ

ー
と

同
様

の
存

在
と

見
做

す
こ

と
が

で
き

ま
す

。
 

「
情

報
通

信
審

議
会

答
申

(本
年

9
月

1
2

日
)」

に
お

い
て

「
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策

が
追

加
さ

れ
た

技
術

基
準

適
合

認
定

等
を

求
め

る
対

象
範

囲
は

、
電

気
通

信
回

線
設

備
に

直
接

接
続

さ
れ

る
端

末
機

器
と

し
、

恒
常

的
に

既
認

定
機

器
を

介
し

て
接

続
す

る
機

器
（
例

え
ば

、
大

型
白

物
家

電
な

ど
、

屋
外

に
持

ち
出

す
等

に
よ

り
電

気
通

信
事

業
者

の
回

線
設

備
に

直
接

接
続

し
て

使
用

す
る

こ
と

を
全

く
想

定

し
て

い
な

い
機

器
)に

つ
い

て
は

技
術

基
準

適
合

認
定

等
の

対
象

外
と

す
る

こ
と

が
適

当
と

し
て

お
り

、
今

後
、

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
お

い
て

明
確

化
す

る
予

定
。

」
と

さ

れ
て

お
り

ま
し

た
。

ア
ク

セ
ス

制
御

機
能

を
持

つ
通

信
モ

ジ
ュ

ー
ル

(モ
ジ

ュ
ー

ル

そ
の

も
の

が
フ

ァ
ー

ム
ウ

ェ
ア

更
新

の
機

能
を

持
つ

)を
内

包
し

た
構

造
の

装
置

で
は

、
同

様
に

「
ア

ク
セ

ス
制

御
機

能
を

持
つ

通
信

モ
ジ

ュ
ー

ル
が

、
電

気
通

信

回
線

設
備

に
直

接
接

続
さ

れ
る

端
末

機
器

で
あ

る
」
と

考
え

て
も

、
今

回
の

制
度

整
備

の
趣

旨
に

反
す

る
こ

と
は

な
い

と
考

え
ま

す
。

 

本
改

正
案

は
、

近
年

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

つ
な

が
る

Io
T

機
器

が
サ

イ
バ

ー
攻

撃
に

悪
用

さ
れ

る
事

案
が

増
加

し
て

お
り

、
そ

の
原

因
と

し
て

は
パ

ス
ワ

ー
ド

の

不
適

切
な

設
定

な
ど

Io
T

機
器

の
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
上

の
脆

弱
性

を
悪

用
す

る
ケ

ー
ス

が
多

い
こ

と
が

課
題

と
な

っ
て

い
る

こ
と

を
背

景
と

し
て

、
電

気
通

信
回

線

設
備

に
直

接
接

続
さ

れ
る

端
末

設
備

の
技

術
基

準

に
最

低
限

の
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
を

追
加

す
る

も
の

で
す

。
 

な
お

、
本

改
正

案
に

係
る

運
用

に
つ

い
て

明
確

化

す
る

た
め

の
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
に

つ
い

て
は

、
具

体
的

な

製
品

に
組

み
込

ま
れ

て
使

用
さ

れ
る

通
信

モ
ジ

ュ
ー

ル
が

有
す

る
機

能
の

実
態

等
も

踏
ま

え
、

総
務

省
に

お
い

て
、

関
係

者
の

意
見

を
考

慮
し

な
が

ら
検

討
・

策
定

を
進

め
て

い
く
こ

と
が

適
当

と
考

え
ま

す
。

 

無
 

5



十
分

な
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
機

能
を

有
し

た
モ

ジ
ュ

ー
ル

を
利

用
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

Io
T

機
器

開
発

ス
ピ

ー
ド

の
鈍

化
が

避
け

ら
れ

る
と

す
れ

ば
大

変
有

用
で

す
。

こ
う

し
た

モ
ジ

ュ
ー

ル
内

蔵
型

の
装

置
も

想
定

し
た

形
で

、
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
で

技
術

基
準

適
合

認
定

範
囲

を
明

確
化

し
て

い
た

だ
け

な
い

で
し

ょ
う

か
。

 

5
 

個
人

Ｄ
 

社
会

構
造

、
教

育
、

外
国

人
高

度
人

材
等

に
関

す
る

政
策

の
御

提
案

（
要

約
）
 

本
改

正
案

は
、

情
報

通
信

審
議

会
一

部
答

申

「
Io

T
の

普
及

に
対

応
し

た
電

気
通

信
設

備
に

係
る

技
術

的
条

件
」
（
平

成
3
0

年
９

月
1
2

日
）
を

受
け

、

Io
T

機
器

を
含

む
端

末
設

備
の

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

に
関

す
る

技
術

基
準

の
整

備
及

び
L
P

W
A

サ
ー

ビ

ス
に

係
る

電
気

通
信

主
任

技
術

者
の

選
任

義
務

の

緩
和

を
行

う
も

の
で

す
。

 

無
 

6



端
末
設
備
等
規
則
等
の
一
部
改
正

に
つ
い
て

ー
Io

T
の
普
及
に
対
応
し
た
電
気
通

信
設
備

の
技
術
基

準
等

に
関

す
る
制

度
整

備
ー

平
成

3
１
年

１
月

２
５

日
総

務
省

総
合

通
信

基
盤

局
電

気
通

信
技

術
シ
ス
テ

ム
課

7



1

平
成

2
9
年

平
成

3
0
年

平
成

3
1
年

1
1
月

1
2
月

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

１
月

２
月

３
月

諮
問
の
背
景


情

報
通

信
審

議
会

（
情

報
通

信
技

術
分

科
会

・
ＩＰ

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

設
備

委
員

会
）
で

は
、

平
成

2
9
年

よ
り

「
Io

T
の

普
及

に
対

応
し

た
電

気
通

信
設

備
に

係
る

技
術

的
条

件
」
に

つ
い

て
検

討
を

行
い

、
平

成
3
0
年

９
月

1
2
日

に
一

部
答

申
を

と
り

ま
と

め
。


同

一
部

答
申

を
踏

ま
え

、
同

年
10

月
26

日
に

関
係

省
令

の
改

正
（諮

問
事

項
）に

つ
い

て
情

報
通

信
行

政
・
郵

政
行

政
審

議
会

(電
気

通
信

事
業

部
会

)に
諮

問
※

。
同

審
議

会
に

お
い

て
、

同
年

10
月

27
日

か
ら

11
月

26
日

ま
で

意
見

募
集

を
実

施
。

※
諮

問
対

象
外

の
関

係
省

令
・告

示
・ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

改
正

等
に

つ
い

て
は

、
並

行
し

て
総

務
省

に
お

い
て

検
討

・実
施

。

＜
情
報
通
信
審
議

会
（
ＩＰ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
設
備
委
員
会
）
の
構
成
員
＞

【
主

査
】

相
田

仁
東

京
大

学
大

学
院

工
学

系
研

究
科

教
授

【
主

査
代

理
】

岡
野

直
樹

国
立

研
究

開
発

法
人

情
報

通
信

研
究

機
構

理
事

会
田

容
弘

(一
社

)日
本

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
プ

ロ
バ

イ
ダ

ー
協

会
(J

A
IP

A
)

会
長

有
木

節
二

(一
社

)電
気

通
信

事
業

者
協

会
(T

C
A

)
専

務
理

事

内
田

真
人

早
稲

田
大

学
基

幹
理

工
学

部
情

報
理

工
学

科
教

授

江
﨑

浩
東

京
大

学
大

学
院

情
報

理
工

学
系

研
究

科
教

授

大
矢

浩
(一

社
)日

本
Ｃ

Ａ
Ｔ

Ｖ
技

術
協

会
副

理
事

長

尾
形

わ
か

は
東

京
工

業
大

学
工

学
院

情
報

通
信

系
教

授

片
山

泰
祥

(一
社

)情
報

通
信

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

産
業

協
会

(Ｃ
ＩＡ

Ｊ
)

専
務

理
事

前
田

洋
一

(一
社

)情
報

通
信

技
術

委
員

会
(Ｔ

Ｔ
Ｃ

)
代

表
理

事
専

務
理

事

松
野

敏
行

(一
財

)電
気

通
信

端
末

機
器

審
査

協
会

(Ｊ
Ａ

Ｔ
Ｅ

)
専

務
理

事

向
山

友
也

(一
社

)テ
レ

コ
ム

サ
ー

ビ
ス

協
会

技
術

・
サ

ー
ビ

ス
委

員
会

委
員

長

村
山

優
子

津
田

塾
大

学
学

芸
学

部
情

報
科

学
科

教
授

森
川

博
之

東
京

大
学

大
学

院
工

学
系

研
究

科
教

授

矢
入

郁
子

上
智

大
学

理
工

学
部

情
報

理
工

学
科

准
教

授

矢
守

恭
子

朝
日

大
学

経
営

学
部

経
営

情
報

学
科

教
授

(1
0
/
2
6
)

諮
問

＜
検
討

の
経
緯
・
ス
ケ

ジ
ュ
ー

ル
＞

IP
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
設

備
委

員
会

情
報

通
信

技
術

分
科

会
一

部
答

申

（
こ

の
間

は
技

術
検

討
作

業
班

も
開

催
し

て
検

討
）意

見
募

集

報
告

と
り

ま
と

め

検
討

開
始

(9
/
1
2
)

(1
/
2
5
)

答
申

希
望

情
報

通
信
行
政
・
郵
政
行
政
審
議
会

電
気
通
信
事
業
部
会

総
務

省
に
お
い
て
、
関

係
省

令
・
告

示
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

改
正

等
を
検

討
・
実

施

※
技

術
検

討
作

業
班

に
は

、
委

員
会

構
成

員
の

ほ
か

、
通

信
事

業
者

、
通

信
設

備
メ

ー
カ

ー
、

関
係

業
界

団
体

が
参

加
し

て
検

討
を

実
施

。

諮
問

事
項

（
省

令
改

正
)

(1
0
/
2
7
-
11

/2
6)

意
見

募
集

8



2

【背
景
・
課
題
】


近

年
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

つ
な

が
る

Io
T
機

器
が

乗
っ

取
ら

れ
て

サ
イ

バ
ー

攻
撃

に
悪

用
さ

れ
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
に

障
害

を
及

ぼ
す

事
案

が
増

加
。


そ

の
原

因
と

し
て

は
、

パ
ス

ワ
ー

ド
の

不
適

切
な

設
定

な
ど

Io
T

機
器

の
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
上

の
脆

弱
性

を
悪

用
す

る
ケ

ー
ス

が
多

い
。

１
．
Ｉｏ
Ｔ
機
器
を
含
む
端

末
設

備
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対

策
に
関

す
る
技
術
基

準
の
整
備

情
報

通
信
審
議
会
答
申

(平
成

3
0
年

9
月

1
2
日

)で
制
度
整
備
が
必
要
と
さ
れ
た
事
項

【参
考

】
答

申
で

は
、上

記
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
が
追
加
さ
れ
た
技

術
基

準
適

合
認
定

等
を
求
め
る
対

象
範

囲
は
、電

気
通

信
回
線
設
備
に
直
接
接
続
さ
れ
る
端
末
機
器
と
し
、恒

常
的
に

既
認

定
機

器
を
介

し
て
接

続
す
る
機
器
（例

え
ば
、大

型
白
物

家
電
な
ど
、屋

外
に
持

ち
出
す
等

に
よ
り
電

気
通

信
事
業

者
の
回
線
設
備
に
直
接
接
続
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
全
く想

定
し
て

い
な
い
機

器
)に

つ
い
て
は
技

術
基
準
適
合
認
定
等
の
対
象
外
と
す
る
こ
と
が
適

当
と
し
て
お
り
、今

後
、ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
明
確
化
す
る
予
定
。（
今
回
の
諮
問
対
象
外
）

【制
度
改

正
の
方
向
性

】


イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

プ
ロ

ト
コ

ル
を

使
用

し
、

電
気

通
信

回
線

設
備

を
介

し
て

接
続

す
る

こ
と

に
よ

り
、

電
気

通
信

の
送

受
信

に
係

る
機

能
を

操
作

す
る

こ
と

が
可

能
な

端
末

設
備

に
つ

い
て

、
最

低
限

の
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
対

策
と

し
て

、
以

下
の

機
能

を
具

備
す

る
こ

と
を

技
術

基
準

に
追

加
す

る
こ

と
が

適
当

。
①

ア
ク

セ
ス

制
御

機
能

※
1
、

②
ア

ク
セ

ス
制

御
の

際
に

使
用

す
る

ID
/
パ

ス
ワ

ー
ド

の
適

切
な

設
定

を
促

す
等

の
機

能
、

③
フ

ァ
ー

ム
ウ

ェ
ア

の
更

新
機

能
※

1
、

又
は

①
～

③
と

同
等

以
上

の
機

能
※

2

※
1
 端

末
へ

の
電

力
供

給
が

停
止

し
た

場
合

で
も

、
こ

れ
ら

の
機

能
の

維
持

が
必

要
。

※
2
 同

等
以

上
の

機
能

を
持

つ
も

の
と

し
て

は
、

国
際

標
準

IS
O

/
IE

C
15

4
0
8に

基
づ

く
セ

キ
ュ

リ
テ

ィ
認

証
(C

C
認

証
)を

受
け

た
複

合
機

等
が

含
ま

れ
る

。


た

だ
し

、
P

C
や

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
等

、
利

用
者

が
随

時
か

つ
容

易
に

任
意

の
ソ

フ
ト

ウ
ェ

ア
を

導
入

す
る

こ
と

が
可

能
な

機
器

に
つ

い
て

は
本

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

の
対

象
外

と
す

る
こ

と
が

適
当

。


本

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

対
策

の
追

加
は

、
Io

T
機

器
メ

ー
カ

や
登

録
認

定
機

関
等

の
対

応
を

考
慮

し
て

一
定

の
期

間
（1

年
～

2年
程

度
）
を

設
け

る
こ

と
が

適
当

。


従

来
の

制
度

に
基

づ
き

、
新

制
度

の
施

行
前

に
取

得
し

た
技

術
基

準
適

合
認

定
等

に
つ

い
て

は
、

施
行

後
も

引
き

続
き

有
効

で
あ

り
、

当
該

認
定

等
に

基
づ

く
機

器
も

引
き

続
き

使
用

す
る

こ
と

を
可

能
と

す
る

こ
と

が
適

当
。

⇒
端

末
設

備
等

規
則

(省
令

)の
一
部
改
正

【今
回

の
諮

問
事

項
①

】

＜
Io

T
機

器
が
乗

っ
取

ら
れ
て
サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
悪
用
さ
れ
る
事
案
の
イ
メ
ー
ジ
＞

攻
撃

者

ネ
ッ

ト
対

応
ビ

デ
オ

レ
コ

ー
ダ

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

カ
メ

ラ
ル

ー
タ

電
気

通
信

事
業

者
の

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

9



3

【背
景
・
課
題
】


Io

T
用

の
新

た
な

無
線

通
信

技
術

で
あ

る
L
P

W
A

(L
o
w

 P
o
w

e
r 

W
id

e
 A

re
a)

サ
ー

ビ
ス

は
、

簡
易

か
つ

無
線

局
免

許
を

要
し

な
い

通
信

設
備

を

設
置

し
、

通
信

機
能

は
ク

ラ
ウ

ド
技

術
を

活
用

し
て

提
供

可
能

。


設

備
の

故
障

等
が

発
生

し
た

場
合

も
、

遠
隔

操
作

や
簡

易
な

工
事

等
で

復
旧

可
能

。

【参
考

】
今
回

の
諮

問
事

項
の
ほ
か
、答

申
で
は
、Ｌ

Ｐ
Ｗ
Ａ
サ
ー

ビ
ス
に
係

る
事

故
報
告

基
準
の
緩

和
、イ

ン
タ
ー

ネ
ッ
ト障

害
対
策
（経

路
情
報
に
関
す
る
設
定
ミ
ス
や
不
正
・不

要
な
送
受
信

の
防

止
、総

務
省

・事
業
者
間
で
の
迅
速
か
つ
効
果
的
な
情

報
共

有
）等

も
必
要

と
し
て
お
り
、今

後
、関

係
省

令
・告

示
等

を
改
正
す
る
予
定
。（
今
回
の
諮
問
対
象
外
）

情
報

通
信
審
議
会
答
申

(平
成

3
0
年

9
月

1
2
日

)で
制
度
整
備
が
必
要
と
さ
れ
た
事
項

２
．
Ｌ
Ｐ
Ｗ
Ａ
サ
ー
ビ
ス
に
係

る
電

気
通

信
主
任
技

術
者

の
選

任
義
務

の
緩
和

【制
度
改
正
の
方
向
性

】


簡

易
か

つ
無

線
局

免
許

を
要

し
な

い
通

信
設

備
の

み
を

自
ら

設
置

し
て

提
供

す
る

L
P

W
A

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

は
、

ア
ク

セ
ス

ポ
イ

ン
ト

の
み

を
自

ら
設

置
し

て
提

供
す

る
公

衆
無

線
L
A

N
ア

ク
セ

ス
サ

ー
ビ

ス
と

同
様

に
、

電
気

通
信

主
任

技
術

者
の

都
道

府
県

ご
と

の
選

任
を

要
し

な
い

と
す

る
こ

と
が

適
当

。

⇒
電
気

通
信

主
任
技
術
者
規
則

(省
令

)の
一

部
改

正
【今

回
の
諮

問
事

項
②

】

携
帯

電
話

基
地

局
等

L
P

W
A

基
地

局

＜
Ｌ
Ｐ
Ｗ

Ａ
サ
ー
ビ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
＞

ク
ラ

ウ
ド

ク
ラ

ウ
ド

技
術

を
活

用
し

て
通

信
機

能
を

提
供
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4
諮
問
事
項
（
省
令
改
正
案
）
の
概

要

１．
端
末
設
備
等
規

則
(省

令
)の

一
部

改
正

２
．
電
気
通
信
主
任

技
術

者
規

則
(省

令
)の

一
部

改
正

【規
定
の
内

容
】

デ
ジ

タ
ル

デ
ー

タ
伝

送
用

設
備

に
接

続
さ

れ
る

専
用

通
信

回
線

設
備

等
端

末
で

あ
っ

て
、

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
プ

ロ
ト

コ
ル

を
使

用
す

る
も

の
の

う
ち

、
電

気
通

信
回

線
設

備
を

介
し

て
接

続
す

る
こ

と
に

よ
り

当
該

端
末

に
備

え
ら

れ
た

電
気

通
信

の
機

能
(送

受
信

に
係

る
も

の
)に

係
る

設
定

を
変

更
で

き
る

も
の

は
、

次
の

①
～

④
の

条
件

に
適

合
す

る
も

の
又

は
こ

れ
と

同
等

以
上

の
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

こ
と

を
規

定
。

【
第

3
4
条

の
1
0
(新

設
)】

①
当

該
専

用
通

信
回

線
設

備
等

端
末

に
備

え
ら

れ
た

電
気

通
信

の
機

能
に

係
る

設
定

を
変

更
す

る
た

め
の

ア
ク

セ
ス

制
御

機
能

を
有

す
る

こ
と

。

②
①

の
ア

ク
セ

ス
制

御
機

能
に

係
る

識
別

符
号

で
あ

っ
て

、
初

め
て

当
該

端
末

を
利

用
す

る
と

き
に

あ
ら

か
じ

め
設

定
さ

れ
て

い
る

も
の

(二
以

上
の

符
号

の
組

合
せ

に
よ

る
場

合
は

、
少

な
く
と

も
一

の
符

号
に

係
る

も
の

) の
変

更
を

促
す

機
能

若
し

く
は

こ
れ

に
準

ず
る

も
の

を
有

す
る

こ
と

又
は

当
該

識
別

符
号

に
つ

い
て

当
該

端
末

の
機

器
ご

と
に

異
な

る
も

の
が

付
さ

れ
て

い
る

こ
と

若
し

く
は

こ
れ

に
準

ず
る

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

こ
と

。

③
当

該
端

末
の

電
気

通
信

の
機

能
に

係
る

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

を
更

新
で

き
る

こ
と

。

④
当

該
端

末
へ

の
電

力
の

供
給

が
停

止
し

た
場

合
で

あ
っ

て
も

、
①

の
ア

ク
セ

ス
制

御
機

能
に

係
る

設
定

及
び

③
の

機
能

に
よ

り
更

新
さ

れ
た

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

を
維

持
で

き
る

こ
と

。

た
だ

し
、

①
～

④
の

条
件

に
係

る
機

能
又

は
こ

れ
ら

と
同

等
以

上
の

機
能

を
利

用
者

が
任

意
の

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

に
よ

り
随

時
か

つ
容

易
に

変
更

す
る

こ
と

が
で

き
る

専
用

通
信

回
線

設
備

等
端

末
に

つ
い

て
は

、
上

記
の

対
象

外
と

な
る

こ
と

を
規

定
。

【
第

3
4
条

の
1
0
(新

設
)】

【施
行
日
】

平
成

3
2
年

４
月

を
目

途

【経
過
措
置

】

本
省

令
改

正
前

に
電

気
通

信
事

業
法

に
基

づ
く
技

術
基

準
適

合
認

定
(第

5
3
条

第
1
項

)、
設

計
認

証
(第

5
6
条

第
1
項

)若
し

く
は

接
続

の
検

査
(第

6
9
条

第
1
項

・
第

7
0

条
第

2
項

) を
受

け
、

又
は

技
術

基
準

適
合

自
己

確
認

(第
6
3
条

第
3
項

)の
届

出
を

行
っ

た
端

末
設

備
等

に
つ

い
て

は
、

な
お

従
前

の
例

に
よ

る
こ

と
が

で
き

る
。

【規
定
の
内
容
】

業
務

区
域

が
一

の
都

道
府

県
の

区
域

を
越

え
る

電
気

通
信

事
業

者
に

つ
い

て
、

事
業

用
電

気
通

信
設

備
を

設
置

す
る

都
道

府
県

ご
と

に
事

業
用

電
気

通
信

設
備

の
種

別
に

応
じ

た
電

気
通

信
主

任
技

術
者

を
選

任
す

る
義

務
の

対
象

外
と

な
る

場
合

と
し

て
、

従
前

の
公

衆
無

線
L
A

N
ア

ク
セ

ス
サ

ー
ビ

ス
に

加
え

、
免

許
を

要
し

な
い

無
線

局
を

用
い

て
提

供
す

る
L
P

W
A

サ
ー

ビ
ス

を
追

加
す

る
こ

と
を

規
定

。
【
第

３
条

の
２

第
５

項
第

１
号

】

【施
行
日
】

公
布

の
日
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○
端
末
設
備
等
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
一
号
）
の
一
部
改
正
案

新
旧
対
照
表

改

正

後

改

正

前

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を
使
用
す
る
専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
）

第
三
十
四
条
の
十

専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
（
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
伝
送
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
に
限

［
新
設
］

る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
伝
送
用
設
備
と
の
接
続
に
お
い
て
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
を
使
用
す
る
も
の
の
う
ち
、
電
気
通
信
回
線
設
備
を
介
し
て
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り

当
該
専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
に
備
え
ら
れ
た
電
気
通
信
の
機
能
（
送
受
信
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
設
定
を
変
更
で
き
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
又
は
こ

れ
と
同
等
以
上
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
条
件
に
係
る
機
能
又
は
こ
れ
ら
と
同

等
以
上
の
機
能
を
利
用
者
が
任
意
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
よ
り
随
時
か
つ
容
易
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
専
用

通
信
回
線
設
備
等
端
末
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

当
該
専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
に
備
え
ら
れ
た
電
気
通
信
の
機
能
に
係
る
設
定
を
変
更
す
る
た
め
の
ア

ク
セ
ス
制
御
機
能
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
こ
と
。

二

前
号
の
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
に
係
る
識
別
符
号
（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条

第
二
項
に
規
定
す
る
識
別
符
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
初
め
て
当
該
専
用
通
信
回
線
設
備
等

端
末
を
利
用
す
る
と
き
に
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
て
い
る
も
の
（
二
以
上
の
符
号
の
組
合
せ
に
よ
る
場
合

は
、
少
な
く
と
も
一
の
符
号
に
係
る
も
の
。
）
の
変
更
を
促
す
機
能
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
有
す

る
こ
と
又
は
当
該
識
別
符
号
に
つ
い
て
当
該
専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
の
機
器
ご
と
に
異
な
る
も
の
が
付

さ
れ
て
い
る
こ
と
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

三

当
該
専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
の
電
気
通
信
の
機
能
に
係
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
更
新
で
き
る
こ
と
。

四

当
該
専
用
通
信
回
線
設
備
等
端
末
へ
の
電
力
の
供
給
が
停
止
し
た
場
合
で
あ
つ
て
も
、
第
一
号
の
ア
ク
セ

ス
制
御
機
能
に
係
る
設
定
及
び
前
号
の
機
能
に
よ
り
更
新
さ
れ
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
維
持
で
き
る
こ
と
。

（
自
営
電
気
通
信
設
備
）

（
自
営
電
気
通
信
設
備
）

第
三
十
六
条

第
三
条
か
ら
前
条
（
第
八
条
第
三
号
を
除
く
。
）
ま
で
の
規
定
は
、
自
営
電
気
通
信
設
備
に
つ
い

第
三
十
六
条

第
三
条
か
ら
前
条
（
第
八
条
第
三
号
を
除
く
。
）
ま
で
の
規
定
は
、
自
営
電
気
通
信
設
備
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
中
「
端
末
設
備
を
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
を
」

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
中
「
端
末
設
備
を
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
を
」

と
、
同
条
中
「
端
末
設
備
は
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
限

と
、
同
条
中
「
端
末
設
備
は
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
（
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の
に
限

る
。
）
は
」
と
、
第
十
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
及
び
別
表
第
三
号
中
「
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
」
と
あ
る

る
。
）
は
」
と
、
第
十
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
及
び
別
表
第
三
号
中
「
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
」
と
あ
る

の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
点
に
お
い
て
二
線
式
の
接
続

の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
点
に
お
い
て
二
線
式
の
接
続

形
式
で
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
十
七
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
の
規
定
及
び
別
表
第
四
号
中
「
移
動
電
話

形
式
で
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
十
七
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で
の
規
定
及
び
別
表
第
四
号
中
「
移
動
電
話

端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
移
動
電
話
用
設
備
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル

端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
移
動
電
話
用
設
備
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル

移
動
電
話
用
設
備
を
除
く
。
）
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十
二
条
の
二
か
ら
第
三
十
二
条
の
九
ま
で
の

移
動
電
話
用
設
備
を
除
く
。
）
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十
二
条
の
二
か
ら
第
三
十
二
条
の
九
ま
で
の

規
定
及
び
別
表
第
五
号
中
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備

規
定
及
び
別
表
第
五
号
中
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備

で
あ
つ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十
二
条
の
十
か
ら

で
あ
つ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十
二
条
の
十
か
ら

第
三
十
二
条
の
二
十
五
ま
で
の
規
定
中
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自

第
三
十
二
条
の
二
十
五
ま
で
の
規
定
中
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自

営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、

営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
移
動
電
話
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
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第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
中
「
無
線
呼
出
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ

第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
中
「
無
線
呼
出
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ

て
、
無
線
呼
出
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十
四
条
の
二
か
ら
第
三
十
四
条
の
七
ま
で
の
規
定
及

て
、
無
線
呼
出
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十
四
条
の
二
か
ら
第
三
十
四
条
の
七
ま
で
の
規
定
及

び
別
表
第
五
号
中
「
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
総
合
デ
ジ

び
別
表
第
五
号
中
「
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
総
合
デ
ジ

タ
ル
通
信
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十
四
条
の
八
及
び
第
三
十
四
条
の
九
の
規
定
中
「
専
用
通

タ
ル
通
信
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十
四
条
の
八
及
び
第
三
十
四
条
の
九
の
規
定
中
「
専
用
通

信
回
線
設
備
等
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
専
用
通
信
回
線
設
備
又
は
デ
ジ
タ
ル

信
回
線
設
備
等
端
末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
で
あ
つ
て
、
専
用
通
信
回
線
設
備
又
は
デ
ジ
タ
ル

デ
ー
タ
伝
送
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
、
第
三
十
四
条
の
十
の
規
定
中
「
専
用
通
信
回
線
設
備
等
端

デ
ー
タ
伝
送
用
設
備
に
接
続
さ
れ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

末
」
と
あ
る
の
は
「
自
営
電
気
通
信
設
備
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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○
電
気
通
信
主
任
技
術
者
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
七
号
）
の
一
部
改
正
案

新
旧
対
照
表

改

正

後

改

正

前

（
電
気
通
信
主
任
技
術
者
の
選
任
を
要
し
な
い
場
合
）

（
電
気
通
信
主
任
技
術
者
の
選
任
を
要
し
な
い
場
合
）

第
三
条
の
二

［
略
］

第
三
条
の
二

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
前
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
電
気
通
信
主
任
技
術
者

５

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
前
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
く
電
気
通
信
主
任
技
術
者

の
選
任
に
つ
い
て
法
第
四
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
同
号
に
規
定
す
る
事
業

の
選
任
に
つ
い
て
法
第
四
十
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
同
号
に
規
定
す
る
事
業

用
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
都
道
府
県
に
お
け
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

用
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
都
道
府
県
に
お
け
る
事
業
用
電
気
通
信
設
備
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
と
す
る
。

す
る
場
合
と
す
る
。

一

電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定

一

電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
第
一
条
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定

す
る
公
衆
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
又
は
同
項
第
十
七
号
に
規
定
す
る
Ｌ
Ｐ
Ｗ
Ａ
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

す
る
公
衆
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
ア
ク
セ
ス
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
の
み
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か

に
の
み
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
の
み
で
あ
る
場
合

に
該
当
す
る
も
の
の
み
で
あ
る
場
合

［
イ
・
ロ

略
］

［
イ
・
ロ

同
上
］

［
二

略
］

［
二

同
上
］

［
６
・
７

略
］

［
６
・
７

同
上
］
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